
第５５回 研究倫理審査委員会【議事要旨】

日 時 平成２５年６月１３日（木）午後３時３０分～午後６時００分

場 所 本学 大会議室

出 席 者 【学内委員】

平野委員(委員長)、落合委員(副委員長)、秦委員、永江委員、

加藤委員

【外部委員】

内藤委員

【事務局（記録）】

澤田（事務室管理課）

欠 席 者 【外部委員】 松本委員、三代委員

〈 議 事 〉

１．平成２５年６月提出申請書（４件）の審査について

（１）申請番号１１０（申請者：平井由佳）

・審査の過程で確認すべき点があり、申請者に対してヒアリングを行った。

・審査した結果、下記の条件を附することにより承認することとした。

（１）松江工業高等専門学校については、調査協力者の担当だけでなく施設長に

対する依頼文書を作成し添付すること。依頼文には、対象者へのフォローア

ップについて具体的に明記してあるとよい。

（２）以下についても適宜修正すること。

①研究期間について、申請書と研究計画書の8.研究実施スケジュールの研究

成果投稿の時期に差違があるので、確認の上、統一する。

②調査に要する時間が研究計画書と依頼書で異なるため、確認の上、統一す

る。

③対象者の基本属性に関する調査内容について、国別はなしなどの訂正内容

を明記する。

④調査用紙については、EQX,SUBIのコピーを添付する、または基本属性など

の調査内容も含めて提示することが望ましい。

（２）申請番号１１１（申請者：永江尚美）

・審査の過程で確認すべき点があり、申請者に対してヒアリングを行った。

・審査した結果、下記の条件を附することにより承認することとした。

（１）聞き取り調査対象者への依頼書を添付すること。

（２）以下についても適宜修正すること。

①研究倫理審査申請書５の1)研究の対象となる個人に理解を求め了解を得る

方法の「回答を持って同意とみなす」については、アンケート調査に該当

する方法であり、聞き取り調査に対する方法も含めて記載する。

②研究対象の団体数について具体的に記載する。

③研究計画書 ６.研究対象者及び方法 ③聞き取り調査の「各保健所担当



者」についての訂正：「各保健所担当者」の部分を削除するか、または

「各保健所担当者から情報を得て」と付け加える。

④ソーシャルキャピタルの定義についても明記し、調査することが望ましい。

（３）申請番号１１３（申請者：多々納憂子）

・審査の過程で確認すべき点があり、申請者に対してヒアリングを行った。

・審査した結果、下記の条件を附することにより承認することとした。

（１）調査対象者あての依頼書の「島根県立大学憲章には････島根県西部地区に

あまり貢献できていない現状があります。」の部分は、調査対象者に対し

て精神的な負荷を与えかねないと考えられるため、表現を修正すること。

（２）県東部地区へ就職した者に対するインタビュー内容も、対象者の精神的負

荷を考慮し、答えやすい表現に修正すること。

（４）申請番号１１４（申請者：井上千晶）

・審査の過程で確認すべき点があり、申請者に対してヒアリングを行った。

・審査した結果、下記の条件を附することにより承認することとした。

（１）研究計画書 ４．研究方法 3)調査内容(1)方法について

研究協力依頼は、島根県看護協会の責任者だけでなく、両親教室の講師

（実施担当者）にも文書を添えて依頼すること。

（２）以下についても適宜修正すること。

①別紙１の「（ ）殿」、別紙２の「初めて父親になられる方へ」、

「我々は・・・」などの表現を、依頼書にふさわしい表現にする。

②両親教室の講師（実施担当者）への同意書（承諾書）の必要性について検

討する。

２．第５４回委員会(平成25年5月9日)における「条件付き承認」とされた申請の再

審査１件及び、平成24年5月に承認された申請番号85の変更審査、新規提出１件に

かかる書類審査の結果について

下記３件について、再審査、変更審査及び書類審査(迅速審査)の結果を、平野

委員長から報告された。

【再審査・変更審査・書類審査(迅速審査)の状況】

○審査日時 ５月２８日（火）

○審査委員 平野委員長、秦委員、永江委員

【判定結果】

（１）再審査

・申請番号１０９（申請者：藤田小矢香） → 「承認」

（２）変更審査

・申請番号８５－１（申請者：川瀬淑子） → 「承認」

（３）新規書類審査

・申請番号１１２（申請者：坂根可奈子） → 「承認」



３．次回委員会の開催日について

次回（第５６回）委員会の開催予定日は、平成２５年７月１１日（木）午後３時

３０分とすることが確認された。

～ 以上 ～


